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  議案第８号

令和３年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第８号）

  令和３年度大刀洗町下水道事業特別会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，２７７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

  ぞれ８０４，６７９千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  

  歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費）

第２条　地方自治法（昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができ

　る経費は、「第２表繰越明許費」による。

　（地方債の補正）

第３条　地方債の追加及び変更は、「第３表地方債補正」による。

令和４年３月２日提出

大刀洗町長　　中　山　　哲　志



第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 単位：千円

款 項 補正前の額 補正額 計

  1. 分担金及び負担金 1,905 5,499 7,404

  2. 負担金 1,904 5,499 7,403

  2. 使用料及び手数料 240,959 8,209 249,168

  1. 使用料 240,844 8,182 249,026

  2. 手数料 115 27 142

  3. 県支出金 9,601 5,349 14,950

  1. 県補助金 9,601 5,349 14,950

  4. 繰入金 489,389 △20,840 468,549

  1. 一般会計繰入金 489,389 △20,840 468,549

  6. 諸収入 13,101 6 13,107

  1. 雑入 13,101 6 13,107

  7. 町債 52,000 △500 51,500

  1. 町債 52,000 △500 51,500

歳               入               合               計 806,956 △2,277 804,679

－ 1 －



歳　出 単位：千円

款 項 補正前の額 補正額 計

  1. 農業集落排水費 77,484 5,136 82,620

  1. 農業集落排水費 77,484 5,136 82,620

  2. 公共下水道費 311,698 △7,462 304,236

  1. 公共下水道費 311,698 △7,462 304,236

  3. 公債費 417,674 49 417,723

  1. 公債費 417,674 49 417,723

歳               出               合               計 806,956 △2,277 804,679

－ 2 －



款

千円

１　農業集落排水費

１　農業集落排水費

１　農業集落排水費

２　公共下水道費

１　農業集落排水費 農業集落排水大堰処理施設管理事業 12,111

１　農業集落排水費

33,561合計

4,400公共下水道一般管理事業１　公共下水道費

第　２　表　　　繰　越　明　許　費

金額事業名項

１　農業集落排水費 農業集落排水一般管理事業 5,650

農業集落排水栄田処理施設管理事業 11,400

－ 3 －



１　追加

起債の目的 限度額 起債の方法

千円

下水道事業債（農業集
落排水事業）

9,300 証書借入

合計 9,300

２　変更

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

千円 千円

下水道事業債（流域下
水道事業）

33,200 証書借入

　５％以内
　（ただし、利率見直
し方式で借り入れる政
府資金及び地方公共団
体金融機構について、
利率の見直しを行った
後においては、当該見
直し後の利率）

　政府資金または地方公共
団体金融機構についてはそ
の貸付条件による。
　 その他の資金について
は貸付先と協議して定め
る。
　ただし、財政等の都合に
より、据置期間又は償還期
限を短縮し、もしくは繰上
償還又は低利債に借換える
ことができる。

23,400 変更なし 変更なし 変更なし

合計 33,200 23,400

第　３　表　　　地　方　債　補　正

起債の目的
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

利率 償還の方法

５％以内
　（ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金
及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見
直しを行った後においては、当該見直し後の利率）

  政府資金または地方公共団体金融機構資金についてはその
貸付条件による。
　 その他の資金については貸付先と協議して定める。
　ただし、財政等の都合により、据置期間又は償還期限を短
縮し、もしくは繰上償還又は低利債に借換えることができ
る。

－ 4 －



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１  総　括
（歳　入） 単位：千円

款 補正前の額 補正額 計

  1. 分担金及び負担金 1,905 5,499 7,404

  2. 使用料及び手数料 240,959 8,209 249,168

  3. 県支出金 9,601 5,349 14,950

  4. 繰入金 489,389 △20,840 468,549

  6. 諸収入 13,101 6 13,107

  7. 町債 52,000 △500 51,500

      歳          入          合          計 806,956 △2,277 804,679

－ 5 －



（歳　出） 単位：千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1. 農業集落排水費 77,484 5,136 82,620 5,349 9,300 154 △9,667

  2. 公共下水道費 311,698 △7,462 304,236 0 △9,800 13,560 △11,222

  3. 公債費 417,674 49 417,723 0 0 0 49

 歳     出     合     計 806,956 △2,277 804,679 5,349 △500 13,714 △20,840

－ 6 －

一 般 財 源



２　　歳　入

（款）   1. 分担金及び負担金  （項）   2. 負担金 単位：千円

節

区　　分 金　　額

  1. 下水道事業費負担金 1,904 5,499 7,403   1. 農業集落排水事業 99 農業集落排水事業受益者負担金（大堰）                    

費負担金

  2. 公共下水道事業費 5,400 公共下水道事業受益者負担金（一般家庭）             5,000

負担金 公共下水道事業受益者負担金（事業所等）               200

受益者負担金相当額（一般家庭）                       200

　　 　　計 1,904 5,499 7,403

（款）   2. 使用料及び手数料  （項）   1. 使用料

  1. 農業集落排水使用料 21,190 54 21,244   1. 農業集落排水使用 △116 農業集落排水使用料（大堰）                         △262

料 農業集落排水使用料（栄田）                           146

  2. 滞納繰越分 170 農業集落排水使用料（大堰）滞納繰越分                 160

農業集落排水使用料（栄田）滞納繰越分                  10

  2. 公共下水道使用料 219,543 8,119 227,662   1. 公共下水道使用料 6,209 公共下水道使用料                                        

  2. 滞納繰越分 1,910 公共下水道使用料滞納繰越分                              

  3. 合併処理浄化槽使用料 111 9 120   1. 合併処理浄化槽使 9 合併処理浄化槽使用料                                    

用料

　　 　　計 240,844 8,182 249,026

（款）   2. 使用料及び手数料  （項）   2. 手数料

  1. 農業集落排水手数料 1 1 2   1. 督促手数料 1 農業集落排水使用料督促手数料                            

  2. 公共下水道手数料 114 26 140   1. 督促手数料 26 公共下水道使用料督促手数料                              

　　 　　計 115 27 142

－ 7 －

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（款）   3. 県支出金  （項）   1. 県補助金 単位：千円

節

区　　分 金　　額

  1. 農業集落排水事業県費補助 9,601 5,349 14,950   1. 農業集落排水事業 5,349 農業集落排水事業県費補助金

金 県費補助金

　　 　　計 9,601 5,349 14,950

（款）   4. 繰入金  （項）   1. 一般会計繰入金

  1. 一般会計繰入金 489,389 △20,840 468,549   1. 一般会計繰入金 △20,840 一般会計繰入金（公共下水道分）                  △11,393

一般会計繰入金（農業集落排水分）                 △9,667

一般会計繰入金（コロナウイルス感染症対策）       　  220

　　 　　計 489,389 △20,840 468,549

（款）   6. 諸収入  （項）   1. 雑入

  1. 雑入 13,101 6 13,107   1. 雑入 6 福岡県下水道協会事務局負担金

　　 　　計 13,101 6 13,107

（款）   7. 町債  （項）   1. 町債

  1. 下水道事業債 52,000 △500 51,500   1. 下水道事業債 △500 下水道事業債（流域下水道事業）                   △9,800

下水道事業債（農業集落排水事業）　　　　　　　　　 9,300

　　 　　計 52,000 △500 51,500

－ 8 －

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



３　　歳　出

（款）   1. 農業集落排水費  （項）   1. 農業集落排水費 単位：千円

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

  1. 一般管理費 1,059 5,136 6,195 5,650 0 171 △685  12. 委託料 5,080 計画停電用汚泥運搬業務委託料               △570

維持管理適正化計画策定支援業務委託料       5,650

 22. 償還金・利子 56 使用料過年度還付金                              

及び割引料

  2. 大堰処理施設 44,052 0 44,052 0 0 △163 163 財源組替                                        

管理費

  3. 栄田処理施設 31,873 0 31,873 △301 9,300 146 △9,145 財源組替                                        

管理費

　　計 77,484 5,136 82,620 5,349 9,300 154 △9,667

（款）   2. 公共下水道費  （項）   1. 公共下水道費

  1. 一般管理費 247,788 10,081 257,869 0 0 13,560 △3,479   1. 報　酬 △40 補助的会計年度任用職員報酬　1名                 

  3. 職員手当等 △7 補助的会計年度任用職員期末手当　1名             

  4. 共済費 25 補助的会計年度任用職員社会保険料　1名           

  8. 旅　費 △41 全国町村下水道推進協議会大会旅費                

 10. 需用費 △316 修繕料(菅野西マンホールポンプオーバーホール)    

 11. 役務費 101 マンホールポンプ場通信料                      11

下水道使用料口座振替手数料                     7

コンビニ収納手数料                            60

納付書等郵便料                                55

計画停電用発電機等運搬費                    △32

 12. 委託料 △500 計画停電用マンホールポンプ維持管理委託料        

－ 9 －

節

一般財源



（款）   2. 公共下水道費  （項）   1. 公共下水道費 単位：千円

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

 13. 使用料及び賃 △200 計画停電用発電機等リース料                      

借料

 18. 負担金・補助 6,352 全国町村下水道推進協議会　福岡県支部会費    △69

及び交付金 筑後川中流右岸流域終末処理場維持管理負担金 6,421

 22. 償還金・利子 232 使用料及び負担金過年度還付金                    

及び割引料

 26. 公課費 4,475 消費税                                          

  2. 公共下水道整 26,726 △6,337 20,389 0 0 0 △6,337  12. 委託料 △5,047 雨天時侵入水調査業務委託料                      

備費  14. 工事請負費 △1,290 本管工事費                                      

  3. 流域下水道整 36,114 △11,206 24,908 0 △9,800 0 △1,406  18. 負担金・補助 △11,206 筑後川中流右岸流域下水道事業建設負担金  △10,983

備費 及び交付金 筑後川中流右岸流域浄化センター建設環境整備負担金

                                           △223

　　計 311,698 △7,462 304,236 0 △9,800 13,560 △11,222

（款）   3. 公債費  （項）   1. 公債費

  2. 利子 69,849 49 69,898 0 0 0 49  22. 償還金・利子 49 公共下水道事業費長期債等利子                    

及び割引料

　　計 417,674 49 417,723 0 0 0 49

－ 10 －

節

一般財源



　


